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資料２

ライフサイクルGHGに係る確認手段について





前回WGまでのライフサイクルGHG確認方法に関する主なご意見

（裾切について）

➢ 土地利用の改変のリスクは低く、規模も小さいものについては優先度を落とすと
いうこともあり得る。例として、国産材については、間伐材等由来の木質バイオ
マスについて買取価格が2MWを境に異なっており、2MW以上から始めるのが良
いのではないか。

➢ 事業規模に応じて適用するか否かを判断していくという方向性には賛同する。

（ライフサイクルGHG確認方法に基づく発電事業者の実施事項について）

➢ 既定値は燃料MJ当たりで整理したが、発電所側で発電効率を計測して、それに
よりMJ電力当たりのGHGを計算するという新たなタスクが発生したと考えてい
る。一度、この点に関する整理をいただきたい。

（熱電併給におけるライフサイクルGHGについて）

➢ 小規模のペレットを使ったガス化発電では、熱電併給の事例があり、GHGを電
力単位だけで見てよいのか、という点がある。
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⚫ 前回までのWGでは、ライフサイクルGHGの確認方法に関して以下の点についてご検討い
ただいた。

✓ ライフサイクルGHGの確認スキームの類型とバイオマス種別の確認手段の構築方針・
確認対象の規模に関する議論（第16回WG）

✓ ライフサイクルGHG確認手段として既存認証スキームを活用する場合のメルクマール
（第17回WG）

✓ メルクマールを踏まえた既存認証スキームに対するヒアリング（第18回WG）

✓ 国内木質バイオマス等のライフサイクルGHGの確認方法の方向性（第18回WG）

✓ 既存燃料の既定値（案）（第19回WG）

⚫ また、第19回WGで熱電併給におけるライフサイクルGHGの扱いについてご指摘いただいた。

⚫ 上記の検討も踏まえ、本日は、ライフサイクルGHGの確認方法に関して以下の点について
ご審議いただきたい。

1. ライフサイクルGHGの基準の確認対象の規模

2. ライフサイクルGHG確認方法に係る整備方針

3. ライフサイクルGHGに関する発電事業者の実施事項と制度開始時期

4. 熱電併給方式の発電所におけるライフサイクルGHGの扱い

本日の論点（全体像）
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１．ライフサイクルGHGの基準の確認対象の規模









2.ライフサイクルGHGの確認方法に係る
整備方針



前回WGまでの議論と本日の論点

⚫ ライフサイクルGHGの確認方法について、これまでの検討状況は以下のとおり（詳細は次
ページを参照）。

✓ 農産物の収穫に伴って生じるバイオマス・輸入木質バイオマス：既存認証スキーム
へのヒアリングを行い、各スキームのメルクマールへの適合について確認。

✓ 国内木質バイオマス：FIT/FIP制度において現状運用されているサプライチェーン上
の情報を収集・把握する仕組みを参考としつつ、必要に応じこれらを改良・強化する
方針を確認。

FIT/FIP制度において現状運用されている仕組みとして、林野庁より木質バイオマス
証明ガイドラインについて説明。

✓ その他のバイオマス（メタン発酵ガス・廃棄物等）：より簡便にライフサイクルGHG
が排出量の基準を下回ることを確認する方法を検討することとなった。

⚫ 本日は、ライフサイクルGHGの確認方法の今後の整備方針について、ご審議いただきたい。
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これまで整理・確認した内容の総括

バイオマス種 既存認証スキーム FIT/FIP専用の新確認スキーム

農産物の収穫に伴っ
て生じるバイオマス

GGL
➢ 既定値の確認：ISO17065への適合を認証機関に要求、

ISO17011への適合を認定機関に要求する新基準の暫定案を提
示

➢ 個別計算の確認：ISO14065への適合を認証機関に要求する
新基準の暫定案を提示

RSB・ISCC
➢ 既定値の確認：ISO17065への適合を認証機関に要求、

ISO17011への適合を認定機関に要求していることを確認
➢ 個別計算の確認：ISO14065への適合を認証機関に要求してい

ることを確認

（未検討）

輸入木質バイオマス SBP
➢ 既定値の確認：EU RED2承認を得る際のBridging

documentにおいてISO17065への適合を認証機関に要求、
ISO17011への適合を認定機関に要求していることを確認

➢ 個別計算の確認：EU RED2承認を得る際のBridging
documentにおいてISO14065への適合を認証機関に要求してい
ることを確認

（未検討）

国内森林に係る木質
バイオマス

－ ➢ 既定値の確認：木質バイオマ
ス証明ガイドラインについて説明

➢ 個別計算の確認：未検討

メタン発酵ガス － ➢ 簡便な方法を定めることも視野
に検討する方針

一般廃棄物、産業廃
棄物

建設資材廃棄物
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（参考）ライフサイクルGHGを確認できる認証スキームのメルクマール

⚫ 第17回WGでは、以下のとおりライフサイクルGHGを確認できる認証スキームのメルクマールとして、
既定値の確認については、認証機関に対してISO/IEC 17065に相当する認定を求めること、個
別計算値の確認については、認証機関に対してISO 14065に相当する認定を求めることとした。

第17回WG資料6より作成

メルクマール

既定値の確認

認定機関に対する要件
「認定機関がISO/IEC 17011に適合しており、認
定機関においてISO/IEC 17011に適合した認証
機関の認定スキームが整備されていること」を求める

認証機関に対する要件
認証機関の力量の担保をより具体化するために、
「認証機関に対して、ISO/IEC 17065に相当す
る認定」を求める

個別計算値の
確認

認証機関に対する要件
認証機関によるGHGの個別計算値審査の力量を
担保するために、「認証機関に対して、ISO 
14065に相当する認定」を求める
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ライフサイクルGHGの確認方法の整備方針①

⚫ ライフサイクルGHGの確認方法については、以下のとおり整備を進めるものとしてはどうか。

✓ 農産物の収穫に伴って生じるバイオマス

➢ ヒアリングを実施したGGL、ISCC、RSBからはいずれもメルクマールへの適合の方針が示された
ことから、ライフサイクルGHGの確認方法として活用することとし、可能な限り早期に、FIT/FIP
制度が求めるライフサイクルGHGの水準を満たす基準の整備・改定を進めるよう調整を進
めることとしてはどうか。

➢ 非可食かつ副産物であるとされた新規燃料候補についても、農産物の収穫に伴って生じるバ
イオマスとして取り扱うことが確認されたことから、当該燃料のライフサイクルGHGについても
確認できるよう、各既存認証スキームと調整するものとしてはどうか。また、ライフサイクルGHG
の計算において重要な判断となる、配分対象/非配分対象については、第12回WGにおいて
業界団体から提案があったところではあるが、今後のWGにおいて検討するものとしてはどうか。

➢ なお、新規燃料候補（非可食かつ副産物）のうち、国内で生産されるものについては、既定
値等による確認方法を検討するものとしてはどうか。

✓ 輸入木質バイオマス

➢ ヒアリングを実施したSBPからメルクマールへの適合の方針が示されたことから、ライフサイクル
GHGの確認方法として活用することとし、可能な限り早期に、FIT/FIP制度が求めるライフサ
イクルGHGの水準を満たす基準の整備・改定を進めるよう調整を進めるとしてはどうか。

➢ なお、SBPの活用の前提として、持続可能性については、「木材・木材製品の合法性、持続可
能性の証明のためのガイドライン」に相当する内容を確認できることを条件とする。
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ライフサイクルGHGの確認方法の整備方針②

✓ 国内木質バイオマス

➢ 第19回WGの説明も踏まえ、FIT/FIP制度において現状活用されている木質バイオマス証明
ガイドラインの仕組みを参考としつつ、これを改良・強化し、ライフサイクルGHGの確認方法とし
て活用するものとしてはどうか。

➢ なお、第18回WGにおいて、国内木質バイオマスの確認方法の構築に当たっては、客観性や信
頼性の担保が重要であることや輸入燃料の確認方法とのバランスに留意する必要があること等
のご指摘をいただいたことを踏まえ、①認定団体のGHG確認に係る役割等を明確化するととも
に、②行政が認定事業者の実態把握を行う方向で木質バイオマス証明ガイドラインの改良・
強化を検討することとしてはどうか。

✓ その他のバイオマス（メタン発酵ガス、一般廃棄物、産業廃棄物、建設資材廃棄物）

➢ 第18回WGにおいて、より簡便にライフサイクルGHGが排出量の基準を下回ることを確認する
方法を検討することとなった。
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３．ライフサイクルGHGの確認に係る
発電事業者の実施事項と制度開始時期





３．ライフサイクルGHGの確認に係る
発電事業者の実施事項と制度開始時期

①農産物の収穫に伴って生じるバイオマス、
輸入木質バイオマス（既存認証スキームの活用）



既存認証スキームを用いたライフサイクルGHG確認の特徴

⚫ 第18回WGにおけるヒアリングを踏まえると、既存認証スキームを用いたライフサイクルGHG
の確認の特徴として、以下の点が挙げられる。

✓ バイオマス燃料のライフサイクルGHGに関する情報を、サプライチェーンを通じて最終消
費者である発電事業者に伝達すること（CoCの仕組み）が想定されている。

✓ 各事業所の認証の時点では、ライフサイクルGHGの値そのものの確認を行うのではなく、
CoC及び算定・確認を担保できることを確認するものである。

⚫ FIT/FIP制度においては、発電量（送電端）当たりのライフサイクルGHGを基準としてい
ることから、最終消費者である発電事業者において、バイオマス燃料のライフサイクルGHG
に係る情報を受け取り、発電量で除する算定を行う作業が必要となる。

既存認証スキームにおけるライフサイクルGHGを含む確認の仕組みの例
第18回WG資料２より 第18回WG資料５より
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農産物の収穫に伴って生じるバイオマス・輸入木質バイオマスにおける
既存認証スキームを活用した発電事業者の実施事項

⚫ 前述の既存認証スキームの特徴や、本資料２．に示した確認方法の整備方針を踏まえ、ライフサイ
クルGHGの確認に係る発電事業者の実施事項は、以下としてはどうか。
➢ FIT/FIP認定時：

✓ ①発電事業者自身も含め、サプライチェーンを通じて、ライフサイクルGHGを確認できる
基準に基づく認証を取得する。

✓ ②予定する燃料調達元を想定した各バイオマスのライフサイクルGHGを、既定値を活用
して発電事業者自ら自主的に算定し、これらが基準値を下回ることを申告する。なお、個
別計算を活用して算定する場合は、既存認証スキームによる個別計算が行えることの認
証を取得した上で自主的な算定を行うこととする。

✓ ①認証の取得については、既存認証スキームにおいて基準の整備・改定の作業が必要で
あり、また、サプライチェーン上の各主体が新基準での認証を取得するのに一定の時間を要
することが見込まれる。こうした状況を踏まえ、当面の間は経過措置として、FIT/FIP認定
時にはこれまでと同様、従来の持続可能性（合法性）を確認できる第三者認証の取得
等を発電所に納入する際に所有権を持つ主体まで求めることとする。また、ライフサイクル
GHGを確認できる基準に基づく認証については、経過措置の終了までに取得の報告を求
めることする。

➢ 燃料調達時：調達バイオマス毎に、ライフサイクルGHGを確認できる認証スキームに基づき、ラ
イフサイクルGHGが基準を下回ることを確認できる情報を含む証票を確認し、事業実施期間に
わたり、その書類を保存する。なお、燃料がライフサイクルGHGの基準を満たすことが確認できな
い場合は、再エネ特措法に基づく指導、改善命令の対象となり、改善されない場合には、必要
に応じて認定を取り消すこととする。
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３．ライフサイクルGHGの確認に係る
発電事業者の実施事項と制度開始時期

②国内木質バイオマス



木質バイオマス証明ガイドラインを活用したライフサイクルGHG確認
方法の可能性

⚫ 第19回WGにおける林野庁の説明を踏まえると、木質バイオマス証明ガイドラインを活用す
る場合の確認の特徴として、以下の点が挙げられる。

✓ 現行のガイドラインでは、バイオマス燃料の由来に関する情報を、実際の調達時に、サ
プライチェーンを通じて最終消費者である発電事業者に伝達することとしている。

✓ ライフサイクルGHGの確認方法として活用する場合は、伝達内容として、第19回WG
において示した既定値の区分に関する情報を含めるように仕組みを改良・強化する必
要がある。

木質バイオマス証明ガイドラインの仕組み
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⚫ 前述の木質バイオマス証明ガイドラインの特徴や、本資料２．に示した確認方法の整備方針を踏ま
え、 ライフサイクルGHGの確認に係る発電事業者の実施事項は、 以下としてはどうか。

➢ FIT/FIP認定時：

✓ ①発電事業者自身も含め、サプライチェーンを通じて、改良・強化された木質バイオマス
証明ガイドライン又は一定の基準に基づく認定等を取得する。

✓ ②予定する燃料調達元を想定した各バイオマスのライフサイクルGHGを、既定値を活用
して発電事業者自ら自主的に算定し、これらが基準値を下回ることを申告する。

✓ なお、①認定等の取得を求める場合は、木質バイオマス証明ガイドラインの改良・強化の作
業等が必要であり、また、サプライチェーン上の各主体が新しいガイドラインに基づく認定等を
取得するのに一定の時間を要することが見込まれる等の課題がある。こうした状況を踏まえ、
当面の間は経過措置として、 FIT/FIP認定時にはこれまでと同様、現行の木質バイオマス
証明ガイドラインに基づく認定の取得を発電所に納入する主体まで求めることとする。また、
ライフサイクルGHGを確認できる基準に基づく認定等については、経過措置の終了までに取
得の報告を求めることとする。

➢ 燃料調達時：調達バイオマス毎に、改良・強化された木質バイオマス証明ガイドラインに基づき、
ライフサイクルGHGが基準を下回ることを確認できる情報を含む証票を確認し、事業実施期間
にわたり、その書類を保存する。なお、燃料がライフサイクルGHGの基準を満たすことが確認でき
ない場合は、再エネ特措法に基づく指導、改善命令の対象となり、改善されない場合には、必
要に応じて認定を取り消すこととする。

国内木質バイオマスにおける改良・強化した木質バイオマス証明ガイドライン等を活
用した発電事業者の実施事項
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３．ライフサイクルGHGの確認に係る
発電事業者の実施事項と制度開始時期

③既認定案件の自主的報告





バイオマス発電のライフサイクルGHGの自主的開示について（２０２●年分）

⚫ 2021年度までの認定案件の望ましい情報開示・報告方法については、本制度の趣旨に鑑みて、
以下の様式に準ずるものとしてはどうか。

⚫ 情報開示の状況については、WGの場で業界団体等からヒアリングするものとしてはどうか。

✓ なお、自主的なライフサイクルGHGの計算に当たっては、今後確定する既定値等を活用する
ことを想定するが、個別計算も可能とすることとしてはどうか。

⚫ また、2022年度以降の認定案件についても、透明性の観点から、同様に情報開示・報告を求め
てはどうか。

●●年●月

○○社は、バイオマス持続可能性ワーキンググループの要請に応じ、○○年
～2021年の間にFIT認定を受けたバイオマス発電所の燃料調達において、
２０２●年に調達したバイオマス燃料について、以下の通り、自主的な計算
に基づく、ライフサイクルGHGの開示を致します。

記

発電所名 買取区分 バイオマス燃料種 調達元（国等） ライフサイクルGHG
自主試算結果

当社ではこれらのライフサイクルGHGについて、2022年度以降の新規認定
案件に求められているライフサイクルGHGの基準を下回るべく、以下の取組
を進め、更なる排出削減に努めて参ります。

■・・・・・・・（○○発電所関連）
■・・・・・・・（○○発電所関連）

2021年度までの認定案件における望ましい情報開示・報告方法
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３．ライフサイクルGHGの確認に係る
発電事業者の実施事項と制度開始時期

④総括と制度開始時期





４．熱電併給方式の発電所における
ライフサイクルGHGの扱い



⚫ ライフサイクルGHGの算定式については、第10回WGまでの議論を踏まえ、第二次中間
整理において次ページのとおり整理された。また、最終的には発電電力量（MJ-電力）
当たりのライフサイクルGHGを算出し、評価することとなった。

⚫ 他方、第19回WGにおいて、熱電併給の場合は熱利用も評価すべきではないかとのご指
摘をいただいた。

⚫ 本日は、前回WGのご指摘を踏まえ、熱電併給を行う発電所のライフサイクルGHGの扱い
についてご審議いただきたい。

前回までの議論と本日の論点
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（参考）FIT/FIP制度におけるライフサイクルGHG算定式
FIT制度におけるライフサイクルGHG算定式（第二次中間整理）

（中略）

２．バウンダリ及び算定式
① 土地利用変化を含む炭素ストックの変化、栽培、加工、輸送、発電を算定対象とする。
② 発電所やバイオマス燃料の製造工場などの設備建設による排出は考慮しない。
③ CO₂回収・隔離、 CO₂回収・代替利用（バイオマス起源のCO₂に限る）によるGHG排出が回避できる場合、排

出削減として考慮することができる。
④ 活動量の把握方法や排出係数の設定は「再生可能エネルギー等の温室効果ガス削減効果に関するLCAガイドラ

イン」を参考とできるものとする。

（算定式）Ebio= estock + ecultivate + eprocessing + etransportation + egeneration - erccs - erccr

Eelec = Ebio /eff

ここで、
Ebio =発電効率による変換前の燃料利用によるGHG総排出
estock =土地利用変化を含む炭素ストックの変化に伴う排出量・排出削減量
ecultivate =栽培による排出量
eprocessing=加工による排出量
etransportation=輸送による排出量
egeneration=発電による排出量
erccs = CO₂回収・隔離による排出削減量
erccr = CO₂回収・代替利用（バイオマス起源のCO2を回収するもののみを対象とする）による排出削減量
Eelec =発電効率を加味したバイオマス発電電力の GHG 排出量
eff =バイオマス発電の発電効率

（中略）

５．発電効率
①発電効率は送電端効率、燃料の発熱量は低位発熱量基準とする。
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⚫ EU RED2における熱電併給方式の発電に係るライフサイクルGHGの算定式は以下のとお
り。

⚫ バイオマス燃料のライフサイクルGHGを、生産する電力と熱、各々のエクセルギー（熱から
力学的な仕事として取り出すことができるエネルギー量）により按分を行った上で、発電効
率で除する計算を行うものとしてる。

（参考）EU RED2における熱電併給方式のライフサイクルGHG

（算定式）

ここで、
ECel =発電に係るライフサイクルGHG総排出
E =最終のエネルギー転換（発電等）前のバイオマス燃料のライフサイクルGHG総排出
ηel ＝発電効率（年間の発電量を年間の投入熱量で除したもの）
ηh ＝熱効率（年間の熱供給量を年間の投入熱量で除したもの）
Cel ＝発電電力のエクセルギー効率※1（発電量＝取り出せる仕事量と考え100%の固定値と設定）
Ch ＝供給熱のエクセルギー効率※1 

（カルノー効率を想定。高熱源温度は供給熱の絶対温度、低熱源温度は摂氏0度を想定し、
“（供給熱の絶対温度－273.15）／供給熱の絶対温度”により算定。）

※エクセルギー効率：全エネルギーのうち仕事として取り出せるエネルギーの割合

EU RED2における熱電併給方式のライフサイクルGHG計算方法
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⚫ FIT/FIP制度においても、熱電併給を行うバイオマス発電所については、発電だけでなく熱
利用も考慮することとし、バイオマス燃料のライフサイクルGHGを、生産する電力と熱のエク
セルギーによって按分するものとしてはどうか。

⚫ 具体的な計算式としては、 EU RED2における計算式も参考に、発電所における発電効
率に加え、熱効率（年間の熱供給量を年間の投入熱量で除したもの）、供給熱の絶対
温度を用いた、以下の計算式とするものとしてはどうか。

FIT/FIP制度における熱電併給の扱い

FIT/FIP制度におけるライフサイクルGHG算定式（修正案）
（中略）

５．発電効率等
① 発電効率は送電端効率、燃料の発熱量は低位発熱量基準とする。
② 熱電併給設備の場合には、発電効率による変換前のバイオマス燃料のライフサイクルGHGにつき、生産する電

力と熱でのエクセルギー按分を行い、電力分に割り当てられる排出量を特定する。具体的には以下の式に従う。

（算定式）Ecogen-bio =Ebio × [ηel ／｛ηel ＋ηh ×（ Th －273.15）／ Th ｝]

ここで、
Ecogen-bio =発電効率による変換前のバイオマス燃料によるGHG総排出（熱電併給設備における発電分）
Ebio =発電効率による変換前のバイオマス燃料によるGHG総排出
ηel ＝熱電併給設備における発電効率（年間の発電量を年間の投入熱量で除したもの）
ηh ＝熱電併給設備における熱効率（年間の熱供給量を年間の投入熱量で除したもの）
Th ＝熱電併給設備において供給される熱の絶対温度（K）
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